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1. 次期役員選挙の結果について

社団法人日本病理学会次期（16年度/17年度）役員（地
方区選出理事，全国区選出理事，監事）は，郵便投票によ
る選挙の結果，以下のとおり選出されたのでお知らせいた
します。
なお，理事長の選出は，今，役員選出諸規定により正会
員の投票が行われています。
1.地方区選出理事＝支部長:7名（地区順）
・北 海 道 小 川 勝 洋
・東 北 澤 井 高 志
・関 東 根 本 則 道
・中 部 中 沼 安 二
・近 畿 青 笹 克 之
・中国四国 佐 野 壽 昭
・九州沖縄 居 石 克 夫
2.全国区選出理事:12名（ABC順）

林 良 夫 (口腔病理部会担当）
樋 野 興 夫
覚 道 健 一
黒 田 誠
森 茂 郎
岡 田 保 典
長 村 義 之
坂 本 穆 彦
笹 野 公 伸
恒 吉 正 澄

堤 寛
安 井 弥

3.監 事:2名（ABC順）
真 鍋 俊 明
松 原 修

2. 海外派遣者の再募集について

本学会は，病理学に関する海外の研究，教育，診療及び
施設・設備全般の事情の視察事業を毎年行っています。今
年度の公募を行ったことは，既報（本会報平成15年7月刊:
第186号）のとおりでしたが，応募者がありませんでした
ので再募集いたします。

記

1.候補者の資格:学術評議員である日本病理学会会員
2.派 遣 期 間:平成15年度後半から平成16年度前

半の間で2週間程度
3.派 遣 人 員:2～3名
4.派 遣 経 費:1名30万円
5.募 集 締 切:平成15年11月10日（当日消印可）
候補者の選考は，国際交流委員会で行い，理事会に諮り
決定します。
候補者の申請にあたっては，別途様式を用意してありま
すので，社団法人日本病理学会事務局までお申し出くださ
い。本件について，ご質問がありましたら，本学会事務局
もしくは，国際交流委員長までお問い合わせください。
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新学術評議員の推薦について

本学会学術評議員として適当と思われる人(資格条件は，申請時点において病理研究歴満7
年以上，会員歴5年以上)がありましたら，その候補者名に所属機関，職名，略歴ならびに業
績目録をそえ，推薦状に学術評議員2名以上連署の上，平成16年1月31日迄に学会事務局に
届くよう［書留］にてお送りください。

（書式自由)

各位からの推薦のあった候補者については，理事会において上記の条件を書類審査し，
その結果は，春期総会時に開催されます学会総会の席上で承認を受けることになります。

社団法人日本病理学会事務局



社団法人日本病理学会事務局:
TEL 03-5684-6886 FAX 03-5684-6936

国際交流委員長（恒吉正澄):
TEL 092-642-6061 FAX 092-642-5968

 
3. 海外病理学会会員招へい事業の再募集について

本学会は，実績のある海外病理学会会員が，日本病理学
会総会並びに各種セミナーにおいての講演等を行うために
来日する際の援助を行っています。しかし，今回は企画応
募がありませんでしたので再募集いたします。なお，既報
（本会報平成15年7月刊:第186号）もご参照ください。

記

1.招聘対象:海外病理学会会員
2.招聘期間:時期は，平成16年4月1日～平成17年3

月31日の間に招聘する。
3.招聘人員:2～3名
4.助 成 額:1名20～30万円（但し，日本病理学会総

会時は1名20万円，これ以外の時期は1
名30万円を目安とする。）

5.募集締切:平成15年11月10日（当日消印可）
国際交流委員会で候補企画を選考し，理事会において決
定いたします。申請にあたっては，別途様式を用意してあ
りますので，社団法人日本病理学会事務局までお申し出く
ださい。
本件についてご質問がありましたら，日本病理学会事務
局もしくは国際交流委員長までお問い合わせください。
社団法人日本病理学会事務局:
TEL 03-5684-6886 FAX 03-5684-6936

国際交流委員長（恒吉正澄):
TEL 092-642-6061 FAX 092-642-5968

 
4. 海外病理学会参加支援事業の再募集について

本学会は，毎年2回に分けて若手会員が海外の病理学会
に参加して研究発表を奨励するための助成を行っていま
す。しかし，今年度前期の応募者がありませんでしたので
再募集いたします。なお，既報（本会報平成15年7月刊:
第186号）もご参照ください。

記

1.応 募 資 格:40歳未満（応募時）の日本病理学会会
員で，日本病理学会学術評議員の推薦
を受けた者

2.対 象 学 会:International Academy of Pathology
(IAP),American Society for Inves-
tigative Pathology(ASIP),European

 
Society of Pathology(ESP),World

 
Association of Societies of Pathology
(WASP)など

3.募 集 人 員:10名
4.助 成 額:1件10万円

5.応 募 締 切:随時
6.決定の時期:前期 平成15年秋期特別総会（平成15

年11月10日までの分）
後期 平成16年総会（平成16年3月
末までの分）

国際交流委員会で候補者を選考し，理事会において決定
いたします。 にあたっては，別途様式を用意してあり
ますので，社団法人日本病理学会事務局までお申し出くだ
さい。
演題が採択されている場合は，採択通知の写しを添付し
てください。
演題の採否が未定の場合は，日本病理学会理事会の決定
を経ても本支援事業への採否は保留となります。演題採択
後に演題採択通知を日本病理学会事務局まで提出してくだ
さい。演題採択通知受理によって本支援事業への採択が確
定します。会報等にて報告発表します。
本件についてご質問がありましたら，日本病理学会事務
局もしくは国際交流委員長までお問い合わせください。
社団法人日本病理学会事務局:
TEL 03-5684-6886 FAX 03-5684-6936

国際交流委員長（恒吉正澄):
TEL 092-642-6061 FAX 092-642-5968

 
5. 常任理事会報告（平成15年7月～9月）

◎第4回（平成15年7月8日（火））
1. ドイツ派遣研究員の応募要領に合致した応募者がな
かったので，国際交流委員会の要請のとおり，再募
集を行うことにした。なお，応募の条件であった学
術評議員であることを外すことと，派遣先リストか
らの選択を原則とすることを明記することで了承し
た。

2. 6月27日，森 理事長と根本剖検情報委員長によ
り，剖検輯報と「疫学研究倫理指針」の整合性に関
する打合せを行った。同委員会に本件を担当する小
委員会を置くこと，編集マニュアル・利用者マニュ
アルの試案を作成すること，同時に倫理委員にも諮
りながら進めること等の基本認識の合意ができ，具
体案を策定していくことにした。

3. リスクマネジメント委員会の活動の趣旨を明確にす
るために，具体事例を掲げた内規づくりを検討した。
また，本学会に顧問弁護士を置くことの可能性も検
討した。

4. 選挙管理委員会委員に福永真治（東京慈恵会医科大
学），蛇澤 晶（国立療養所東京病院），岡 輝明（関
東中央病院），志賀淳治（帝京大学），滝本雅文（昭
和大学）の5名を選出した。

5. 広報委員会委員長の選出方法等の諸規定の改正は，7
月8日の臨時理事会（6月25日持ち回り）で原案の
とおり決定した。

6. 病理専門医制度運営委員会に病理診断講習会実行委
員会を設置することにした。

7. 6月13日，森理事長，坂本常任理事は最高裁判所事
務総局民事局係官と医療訴訟の鑑定人に関して打合
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せを行った。同係官より医療訴訟における鑑定人の
現状説明があり，鑑定人の選定に学会の協力を得た
いと要請があった。
当面する課題の鑑定人候補者として小池盛雄教授に
お願いすることにした。

8. 社会保険制度小委員会は，病理検査の保健点数が適
正なものになるよう診療報酬改訂要求試案を作成し
た。この要求は，内保連に要求するほか厚労省の中
医協診療報酬基本問題小委員会が7月24日に開催
されるので，原 正道同小委員会委員にこの旨お願
いすることにした。

9. 国際実験動物協会会員の脱退を了承した。なお，事
前に玉置元理事に伝言することにした。

10. 日本衛生検査協会から，「検体検査の一部の検査業務
を制限することに反対する意見書」についての同意
を求められたが，新旧対象条文の資料等を取り寄せ
検討の上，回答することにした。

11. 森理事長から，6月11日に開かれた日本専門医認定
制機構第1回総会の報告があった。
会議では，新らしい組織となって初めての会合でも
あり，この機構の存在意義が多く論議された。専門
医認定制協議会の活動を継承することになり，平成
15年度の活動等が承認された。
なお，同席された厚労省の担当者から，“時勢は規制
緩和時代であり，この機関が認可権を持ち，認定す
るなどとは言うことはあり得ない（従来は三者懇の
通知証書と承認シール発行）。”との発言もあった。

12. 長村常任理事から，6月16日の朝日新聞の朝刊記事
は，取材記者の一部誤解があったので修正の意味も
あって地域病理ネットワーク検討委員会での検討事
項を整理して本学会ホームページに掲載したこと，
同検討委員会では会員にアンケートを配布中である
ことの報告があった。

13. 長村常任理事から，新医師臨床研修制度は，各都道
府県知事に通達されたことが報告された。

14. UMINから本学会会員にID（個人に送られる分）が
発行されることになった。

15. 7月9日，8時からのフジテレビ系「特だね 」に 誤
診～医療事故の監視役『病理医がいない 』>が放映
されることになった。

◎第5回（平成15年8月26日（火））
1. 森 理事長から，“剖検輯報と「疫学研究に関する倫
理指針」との整合性について，剖検情報委員会と倫
理委員会とで審議されている。剖検輯報編集マニュ
アル，剖検輯報利用者マニュアル等が試案された。”
との報告があった。

2. 森 理事長から，“8月20日，倫理委員会において
『剖検輯報と「疫学研究に関する倫理指針」との整合
性』，「臨床研究に関する倫理指針」，「病理組織検体
の帰属」，「倫理委員会の改組（条文中に倫理審査委
員会の設置，委員数増員等）」について審議され，試
案が作成された。”との報告があった。

3. 長村常任理事から，7月29日の病理専門医制度運営
委員会報告があった。
① 病理専門医試験の合否判定（87名中76名の合格，
11名の不合格）。

② 試験委員長・委員の任期・時期（9月からの2年
間），運営委員の選出方法（選挙をしない），病理
専門医試験受験資格条件（臨床研修が終了してい
ること）にし，規定改訂を行う。

③ 病理診断講習会実行委員会委員に黒田 誠（委員
長），清水道生，森谷卓也の両委員を選出をした。

4. 長村常任理事から，“社会保険小委員会（水口國雄委
員長）は，8月18日，「内保連」に病理検査について
の「保健点数改正要求書」（主課題;ドクターフィー
が算定される検査項目については出来高払い方式と
する。）を提出した。”との報告があった。

5. 会員名簿の掲載事項として未決定であった「出身
校・学部（大学院）・卒業年（終了年）」を掲載する
ことで了承した。

6. 本学会に顧問弁護士を置くこととし，当面は僅少額
（5万円程度/月）で契約する方向で検討した。できれ
ば次回で成案とし，候補者を選考する。なお，リス
クマネジメント委員会の外部委員も依頼する方向で
論議されている。

7. 選挙管理委員会から，「平成16年度/平成17年度役
員選挙実施計画」の提出があり，これを了承した。な
お，このほか役員選挙にあたり，所信表明を希望す
る被選挙権者にはその所信表明（400字以内）を掲載
する欄を本学会ホームページに設けることにした。

8. ドイツ派遣研究員には，国際交流委員会から推薦の
あった倉田 厚（杏林大学）会員を承認した。本人
に通知し，実施に向けて準備を進めてもらうことに
した。

9. 第51回（平成17年）秋期特別総会世話機関・世話
人は，慣例によると関東地区の順になる。この考え
方で進めることにし，世話機関・世話人の公募を行
う際には関東地区からと限定することで周知するこ
とにした。

10. 今秋の特別総会時の理事会，総会に諮る諸規定の新
設・改訂（担当理事関係，病理専門医制度規程，口
腔病理専門医制度規程，倫理委員会内規，リスクマ
ネジメント委員会内規，病理診断講習会実行委員会
内規）を検討した。

11. 本年度病理技術講習会（慶應義塾大学担当）の開催
準備が進められているが，経費の不足（試薬代，講
師謝金等）が見込まれるということから増額要請が
あった。今回は学会からの支弁は従来どおりとし，今
回の会計の詳細は書面で提出願うことにした。

12. 日本専門医認定制機構協議委員に長村常任理事（病
理専門医部会長）を選出した。

13. 第92回日本病理学会総会（九州大学）収支決算報告
を承認した。

14. PI編集長の公募を次回の会報に掲載することにし
た。
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15. 海外視察報告書（長沼 廣・仙台市立病院）が提出
されたので，次回の会報に掲載することにした。

16. 第92回日本病理学会総会（九州大学）で実施した「病
理診断講習会参加者アンケート調査結果」が真鍋教
育委員長から，提出された。

◎第6回（平成15年9月29日（月））
1. 日本病理学会カンファレンス」のスピーカーを原案
のとおり承認した。なお，外部講師の交通費，宿泊
費，謝金は用意するが内部講師は実費（交通費，宿
泊費）のみとすることにした。

2. 剖検輯報と「疫学研究に関する倫理指針」との整合
性については，秋の剖検情報委員会，倫理委員会等
で審議し，解決することにした。

3. 9月16日，「病理診断施設（仮称）の開設の可能性に
ついて」（質問書）を，本学会理事長・病理専門医部
会長名で厚労省医政局に宛てて提出した。

4. 平成16年度事業計画と予算について検討した。
5. 長村常任理事から，9月18日の病理専門医制度運営
委員会報告があった。
① 試験実施委員長に白石泰三（三重大学）を選出し
た。

② 細胞診講習会を各支部での開催に移行していくこ
と。ただし，16年度は，全国レベルの講習会（現
行）は1回開催（広島大学担当）することにした。

③ 夏期セミナー（近畿支部主催）の単位認定を10単
位参加点（支部主催の集会は自動的に10単位）と
した。

6. 病理専門医試験受験の資格として，研修目標を達成
するための病理専門教育を要する期間（3年か4年
か）について病理専門医制度運営委員会の意向を受
けて審議を行った。その結果，3年間とし，臨床研修終
了と合わせ5年後には受験できることで合意した。

7. CPCレポートに関する内容と修正のための必要性
を検討した。内容的には，概ね簡易型で対応してよ
いとした見解を示すことにした。

8. 本学会の顧問弁護士として，児玉安司弁護士（三宅
坂総合法律事務所長・東海大学教授）を選考した。
ただし，理事会の承認を待って実施することにした。

9. 本学会諸規定の新設案（リスクマネジメント委員会
内規，病理診断講習会実施委員会内規）と改訂案（病
理専門医制度規程，口腔病理専門医制度規程，倫理
委員会内規）を承認した。

10. 国立大学マネジメント改革案」に関したその後の資
料として，輸血学会の見解（平成15年9月1日）を
受理したことと相まって，“日本病理学会の意見”の
見直しを行った。

6. 会員のご逝去

以下の方がご逝去された。
森松義雄 学術評議員（平成15年9月26日ご逝去）

お知らせ

1. 第8回静岡健康・長寿学術フォーラムについて

会 期:平成15年11月14日～15日
会 場:静岡県コンベンションアーツセンター
連絡先:静岡総合研究機構総務学術グループ

〒420-0853 静岡市追手町9-18
 

TEL 054-221-2323 FAX 054-221-2853
 

2. 平成15年度医科器械史研究賞候補者の募集について

申込み締切り:平成15年11月28日
連絡先:(財）日本医科器械資料保存協会医科器械史研究

賞係
〒113-0033 文京区本郷3-39-15

 
TEL 03-3813-1062 FAX 03-3814-3837

 
3. 第125回日本医学会シンポジウム「アルツハイマー病」

について

会 期:平成15年12月11日
会 場:日本医師会館 大講堂
連絡先:日本医師会館内

〒113-8621 文京区本駒込2-28-16
 

TEL 03-3946-2121
 

4. 千里ライフサイエンスセミナー ブレインサイエンス

シリーズ 第16回「アルツハイマー病研究の最前線

と治療への挑戦」について

会 期:平成16年1月16日
会 場:千里ライフサイエンスセンター
連絡先:(財）千里ライフサイエンス振興財団セミナー係

〒560-0082 豊中市新千里東町1-4-2
千里ライフサイエンスセンタービル
TEL 06-6873-2001 FAX 06-6873-2002

 
5. 第18回日本糖尿病動物研究会年次学術集会について

会 期:平成16年1月23日～24日
会 場:和歌山東急イン
連絡先:和歌山県立医科大学内科学第1講座内

第18回日本糖尿病動物研究会年次学術集会事
務局
〒641-8509 和歌山市紀三井寺811-1

 
TEL 073-441-0624 FAX 073-445-9750
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